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問　高齢福祉課　地域ケア推進係

「災害時等要援護者支援制度」「災害時等要援護者支援制度」
にに登録登録を！を！～地域で ふれあい・たすけあい・ささえあい～

　災害が発生したときは、市、消防、警察等関係機関が協力して救助等の対応にあたりますが、
「公助」には限界があります。災害に強いまちづくりには、地域の人々が助け合えるような関
係が構築されていることが大変重要なため、小諸市は、「災害時等要援護者支援制度」を推進しています。
　制度を利用するには「登録」が必要です。申請書を高齢福祉課に提出してください。

◆災害時等要援護者とは…
高齢者、障がい者、傷病者等、災害発生時に自主的に避難することや、
被災地域での生活が困難な方をいいます。

◆地域支援者とは…
災害時における避難誘導、救出活動、安否確認、情報提供や日常生活における声かけ、
相談等をしていただきます。あくまで可能な範囲での支援となります。原則として、

申請者（災害時等要援護者）が自ら地域支援者を指名して依頼することになっています。日頃からのご近所付き合い
で地域支援者の方と積極的に人間関係を作りましょう。

◆制度の対象となる方

① 65 歳以上のひとり暮らし高齢者
② 65 歳以上の高齢者のみの世帯 
　または 高齢者と児童のみの世帯
③介護保険での要介護度３以上の方
④身体障害者手帳１級 または２級の方
⑤療育手帳の障害程度区分が重度の方
⑥精神障害者保健福祉手帳１級の方
⑦自立支援医療費（精神通院医療のみ）の
　支給を受けている方
⑧特定疾患医療の受給者証の交付を受けている方
⑨在宅酸素など、特別な医療を必要とされる方
⑩その他、市長が特に必要と認める方

◆支援制度の概要
登録時に記載された情報を、警察・消防・市役所・区・民生児童
委員等の支援機関等で共有し、災害時の備えや、地域の支え合い

に活用するというものです。あわせて、「あんしんカプセル」を市から登録者宅に配布し、そ
のカプセルを冷蔵庫内で保管していただきます。カプセルの中の紙には緊急連絡先、地域支援
者、かかりつけ医や服用している薬等の情報が記載され、急病等の救急搬送時には救急隊員が
カプセルを医療機関に持ち込み、治療に役立てるという仕組みになっています。
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次のいずれかに該当し、
災害時等に避難 及び 避難後に
支援が必要な方が対象となります。
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